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 平成２６年第２回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２６年５月２６日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２６年６月２日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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平成２６年６月２日 

月   日 曜 会 議 別 主 な 内 容 

６月 ２日 月 本 会 議 
１．開  会    ２．会期の決定 

３．議案説明 

６月 ３日 火 休  会  議案調査 

６月 ４日 水 本 会 議 １．一般質問 

６月 ５日 木 本 会 議 １．一般質問 

６月 ６日 金 本 会 議 １．議案質疑    ２．委員会付託 
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６月１０日 火 委 員 会 １．文教民生委員会 

６月１１日 水 委 員 会 １．産業建設委員会 

６月１２日 木 休  会  議事整理 

６月１３日 金 本 会 議 

１．委員長報告（質疑・討論・採決） 

２．閉  会 
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平成２６年６月２日（月） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２６年６月２日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第 ３ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例等の一 

             部を改正する条例） 

      報告第 ４ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市都市計画税条例 

             の一部を改正する条例） 

      報告第 ５ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市国民健康保険税 

             条例の一部を改正する条例） 

      報告第 ６ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第１１号）） 

      報告第 ７ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度常陸太田市一 

             般会計補正予算（第１号）） 

      報告第 ８ 号 平成２５年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につい 

             て 

      報告第 ９ 号 平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

             算書について 

日程第 ３ 議案第８１号 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について 

      議案第８２号 常陸太田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の 

             一部改正について 

      議案第８３号 常陸太田市立小中学校設置条例の一部改正について 

      議案第８４号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第８５号 土地の取得について 

      議案第８６号 平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 報告第３号ないし報告第９号（一括上程・報告案件説明） 

 日程第 ３ 議案第８１号ないし議案第８６号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １８番   後 藤   守 議 長   １７番   川 又 照 雄 副議長 
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     １番   井 坂 孝 行 議 員    ２番   藤 田 謙 二 議 員 

     ３番   赤 堀 平二郎 議 員    ４番   木 村 郁 郎 議 員 

     ５番   深 谷   渉 議 員    ６番   鈴 木 二 郎 議 員 

     ７番   平 山 晶 邦 議 員    ８番   益 子 慎 哉 議 員 

     ９番   菊 池 伸 也 議 員   １０番   深 谷 秀 峰 議 員 

    １１番   高 星 勝 幸 議 員   １２番   成 井 小太郎 議 員 

    １３番   茅 根   猛 議 員   １４番   片 野 宗 隆 議 員 

    １５番   福 地 正 文 議 員   １６番   山 口 恒 男 議 員 

    １９番   黒 沢 義 久 議 員   ２０番   沢 畠   亮 議 員 

    ２１番   髙 木   将 議 員   ２２番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 

       加 瀬 智 明 政策企画部長    荻 津 一 成 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       樫 村 浩 治 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       斎 藤 広 美 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       福 地 壽 之 消 防 長    山 崎 修 一 教 育 次 長 

       宇 野 智 明 秘 書 課 長    笹 川 雅 之 総 務 課 長 

       大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       吉 成 賢 一 事 務 局 長    榊   一 行 次長兼総務係長 

       金 子   充 議 事 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○後藤守議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２２名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２６年第２回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○後藤守議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 
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     ４番   木 村 郁 郎 議 員    １９番   黒 沢 義 久 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○後藤守議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る４月１６日，常陸大宮市において県北市議会議長会が，同じく１８日，水戸市において茨

城県市議会議長会が，同じく２２日，千葉市において関東市議会議長会が，さらに５月２８日，

東京都において全国市議会議長会が開催されました。会議内容については，お手元に配付いたし

ました印刷物によりご承知願います。 

 次に，監査委員から，平成２５年度定期監査報告書及び平成２６年３月，４月，５月の例月現

金出納検査の結果について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたし

ます。 

 次に，地方自治法第２４３条の３，第２項の規定により，財団法人里美ふるさと振興公社，株

式会社水府振興公社のそれぞれの経営状況を説明する書類が，お手元に配付いたしてありますと

おり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  植 木   宏 君 

 政策企画部長  加 瀬 智 明 君    市民生活部長  荻 津 一 成 君 

 保健福祉部長  西 野 千 里 君    農 政 部 長  滑 川   裕 君 

 商工観光部長  樫 村 浩 治 君    建 設 部 長  生田目 好 美 君 

 会 計 管 理 者  斎 藤 広 美 君    上下水道部長  井 坂 光 利 君 

 消 防 長  福 地 壽 之 君    教 育 次 長  山 崎 修 一 君 

 秘 書 課 長  宇 野 智 明 君    総 務 課 長  笹 川 雅 之 君 

 監 査 委 員  大和田   隆 君 

 以上，１７名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

 市長挨拶 

○後藤守議長 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 本日ここに，平成２６年第２回市議会定例会を招集いたしましたところ，議

員の皆様におかれましては，ご多忙中にもかかわらずご出席を賜りましてまことにありがとうご

ざいます。日ごろ議員の皆様には，市政の進展と円滑なる運営のために格別なるご高配をいただ
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き，深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 先ほどは，片野宗隆議員，成井小太郎議員，そして益子慎哉議員の３人におかれましては，長

年の議員活動のご功績により全国市議会議長会から表彰されました。これまでの活動に敬意を表

するとともに心からお祝いを申し上げます。まことにおめでとうございます。 

 ここで３月の第１回市議会定例会以降の主な出来事などにつきまして，ご報告を申し上げます。 

 初めに，幸久大橋の４車線化についてでございます。茨城県は，幸久橋安全確認調査の結果に

ついて，老朽化した幸久橋を安全に通行できる状態にすることは技術的に難しく，通行の再開は

困難であると判断いたしております。市といたしましては，幸久大橋及び国道３４９号バイパス

の４車線化整備の要望をこれまでしてきたところでありますが，その方向づけがなされたところ

でございます。今後県と協力いたしまして，国道３４９号バイパス並びに幸久大橋の４車線化を

進めてまいります。 

 次に，里美小学校の開校についてでございます。４月に開校した里美小学校は，里美中学校に

増設・併設となることから，９年間を見通した連続性・継続性という特性を生かして，小中連携

による学校教育活動の展開が図られる本市で初めての学校としてスタートいたしました。児童の

皆さんには，小里，賀美，それぞれの小学校のよき伝統を受け継がれ，時代の先端を行く里美小

学校であることに誇りを持って勉強に運動に励んでいただきたいと思っております。 

 次に，金砂郷支所新庁舎について申し上げます。東日本大震災で被災いたしました金砂郷庁舎

の建てかえ工事が完了いたしまして，３月２４日に落成式を行いました。これまで高台にある金

砂郷保健センターを仮事務所としていたため，市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしました

が，これで市の公共施設等の災害復旧工事は，郷土資料館の本館と分館を除いて完了したところ

でございます。 

 次に，親水広場及び少年野球場についてでございます。山吹運動公園の親水広場につきまして

は，子どもたちが水遊びのできる噴水施設の整備とあわせまして，新たに大型の複合遊具を設置

いたしました。子育て世代の意見を踏まえまして旧プール管理棟の１階部分を改修し，幅広い世

代が交流できる施設としたところでございます。 

 また，少年野球場につきましては，茨城国体のソフトボール会場となっておりまして，ソフト

ボールや少年野球の公式戦ができる球場として改修いたしました。これらの整備により，子育て

世代の交流，そしてまた，市民の健康増進が大いに図られることを期待しているところでありま

す。 

 次に，竜神峡鯉のぼりまつりについてでございます。４月２６日から５月１８日まで実施して

まいりました。３月にスタートした高さ日本一のバンジージャンプの効果等もありまして，渡橋

者の数は３万5,８５４人で，対前年比では１０８％，そしてレストラン，売店の売り上げも対前

年比１５５％と伸びている状況でございます。しかしながら，震災前の平成２２年と比較いたし

ますと渡橋者の数はまだ８７％にとどまっているため，観光客の増加に向けたさらなるＰＲと工

夫を図ってまいりたいと思っております。 

 次に，東海第二発電所の安全申請についてでございます。原子力所在地首長懇談会，県央地域
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首長懇談会は，日本原子力発電に対し先に締結した覚書のとおり，再稼働には直結しないことを

前提として安全協定の早期見直し，住民への積極的な情報提供などの申し入れを行いまして前向

きな回答が得られたこと，あわせて，現在でも使用済みを含め多くの核燃料が保管されており施

設の安全対策は必要であることから，再稼働に直結しないことを両者で確認した上で５月１５日，

安全確認申請を行うことを容認したところでございます。 

 日本原子力発電は，東海第二原発の安全審査を５月２０日に原子力規制委員会に申請しており

ます。申請を受けました原子力安全規制委員会は，東海第二原発の原子炉は沸騰水型であること

から，加圧水型を先行して安全審査をするということで，時期尚早という意見も出ているところ

でございます。 

 続きまして，専決処分のご報告を申し上げます。特別交付税の確定，市債の変更等にかかわる

予算措置について，また，４月４日の集中豪雨により被災いたしました箇所の復旧にかかわる予

算措置について，それぞれ平成２５年度と平成２６年度の一般会計補正予算を専決処分させてい

ただきました。さらには，地方税法等の改正に伴う市税条例，都市計画税条例，国民健康保険税

条例の一部改正につきましても専決処分いたしました。 

 続きまして，今回提案いたします補正予算についてご報告を申し上げます。合併１０周年記念

事業といたしまして，秋田市の「秋田竿燈」，仙北市の「飾山囃子」を太田まつりに招聘する都

市交流事業への交付金といたしまして２０１万6,０００円，渋江川排水施設の維持管理費用とい

たしまして１１３万6,０００円，国道３４９号バイパス沿道地区の土地利用検討調査の業務委託

料といたしまして３２９万4,０００円を計上いたしました。その他，２月の大雪で被害を受けま

した農業用のハウスなどの撤去費用や再建費用の補助金，正宗寺総門及び西山荘修復費用に対す

る補助金などを含めまして，合計4,３２２万7,０００円を追加補正いたしました。 

 続きまして，本定例会に提案させていただきます議案につきましてご報告させていただきます。

今回の提出議案は，専決処分の報告５件，平成２５年度繰越明許費等の繰越計算書の報告２件，

条例の一部改正３件，公の施設に係る指定管理者の指定１件，土地の取得１件，平成２６年度補

正予算１件，合わせまして１３件でございます。なお，会期中に建設工事の請負契約１件，人事

案件２件を追加提案する予定でございますので，よろしくお願いいたします。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長よりご説明申し上げます。

各議案とも慎重にご審議いただきまして，原案のとおり承認，可決を賜りますようお願い申し上

げまして招集の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○後藤守議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から６月１３日まで１２日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○後藤守議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から６月１３日までの１２日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第３号ないし報告第９号 

○後藤守議長 次，日程第２，報告第３号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市

税条例等の一部を改正する条例），報告第４号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田

市都市計画税条例の一部を改正する条例），報告第５号専決処分の承認を求めることについて

（常陸太田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例），報告第６号専決処分の承認を求める

ことについて（平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１１号）），報告第７号専決処分の

承認を求めることについて（平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第１号）），報告第８号

平成２５年度常陸太田市一般会計予算繰越明許費繰越計算書について，報告第９号平成２５年度

常陸太田市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について，以上７件を一括議題といた

します。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 おはようございます。提案者にかわりましてご説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお開き願います。報告第３号は，専決処分の承認を求めることについてで

ございます。２ページに専決処分書の写しがございますけれども，地方税法の一部改正に伴い，

常陸太田市市税条例等の一部を改正する条例を３月３１日に専決処分をさせていただきました。 

 ３ページをお開き願います。今回の一部改正条例は３条からなり，３ページから６ページ中段

までが第１条による改正規定で，現行の市税条例の一部を改正するものでございます。 

 ６ページ中段から７ページ中段までが第２条及び第３条による改正規定で，それぞれ平成２２

年，平成２５年に公布された常陸太田市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するもので

ございます。第１条による改正内容につきましては多岐にわたりますので，恐れ入りますがお配

りしてございます報告第３号資料をごらんいただきながら説明させていただきたいと思います。 

 １は，法人税割の税率の引き下げでございます。地域間の税源の偏在性を是正し，財政力格差

の縮小を図るため，法人住民税の法人税割の一部を地方交付税の原資にするための地方法人税が

創設されたことに伴い，法人住民税の法人税割の標準税率等が引き下げられたことによる改正で

ございます。本市の場合は，制限税率を適用してございますので，１4.７％から１2.１％に改め

るものでございます。 

 ２は，子ども子育て支援制度施行に伴う非課税制度の創設でございます。認定こども園等に係

る固定資産税の非課税措置が創設されたことに伴う改正でございます。 

 ３は，軽自動車税の税率の引き上げでございます。改正税率につきましては，資料１ページか

ら２ページの表のとおりでございまして，現行税率を約1.２５倍ないし1.５倍に引き上げるもの

でございます。 
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 ２ページの上段①をごらん願います。改正税率の適用につきましては，平成２７年度からとな

りますが，３輪以上の軽自動車につきましては，平成２４年４月１日以後に新車登録を受けたも

のから適用され，それ以前のものにつきましては現行の税率が適用されます。 

 ②でございます。軽自動車にもグリーン化を進める観点から，平成２８年度分より新車登録を

受けた月から１４年目となる３輪以上のものについて，おおむね２０％の重価税が導入されます。 

 ２ページの下段の４は，固定資産税の課税標準の特例でございます。市が独自に特例率を定め

る「わがまち特例」が新たな項目に導入されたことに伴う改正でございます。 

 ３ページをごらん願います。新たに「わがまち特例」の対象となりましたのは，①公共の危害

防止のために設置された施設または設備で，アからウまでのごらんの施設でございます。②は，

浸水想定区域内の一定の地下街等の浸水防止用設備，③は，自然触媒を利用した一定の業務用冷

凍・冷蔵機器，いわゆるノンフロン製品に対するものでございまして，特例率等につきましては

各記載のとおりでございます。⑤は，耐震改修が行われた建築物に係る固定資産税の減額措置の

創設に伴う改正でございます。対象となる施設は枠の中でございますけれども，「改正耐震改修

促進法」に基づき，耐震診断が義務づけられた病院・旅館等不特定多数の者が利用する大規模な

建築物でございまして，平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までに国の補助を受けて

改修工事を実施したものに係る固定資産税につきまして，工事を完了した翌年度から２年分につ

いて２分の１を減額するものでございます。 

 なお，その他の改正及び第２条，第３条の改正につきましては，条番号の繰り上げ，引用条項

のずれの整理，文言の整理等による改正でございまして，詳細な説明は省略させていただきます。 

 恐れ入りますが議案書に戻りまして，７ページをお開きください。中段に改正条例の附則がご

ざいます。 

 第１条につきましては，施行期日についての規定であり，平成２６年４月１日から施行するも

のでございます。第１号から第７号に掲げる規定は，それぞれ各号に定める日からの施行となり

ます。また，次ページの第２条から９ページの第６条につきましては，市民税，固定資産税，軽

自動車税に係る経過措置の規定でございます。 

 少し飛びまして，３６ページをお開き願います。報告第４号は，専決処分の承認を求めること

についてでございます。３７ページに専決処分書の写しがございますが，地方税法の一部改正等

に伴い，常陸太田市都市計画税条例の一部を改正する条例を３月３１日に専決処分をさせていた

だきました。内容につきましては，新旧対照表で説明させていただきます。 

 ３９ページをお開き願います。附則第１１項の改正につきましては，地方税法の改正により，

都市計画税の課税標準の特例措置が廃止または新設されたことに伴う引用条項のずれを整理する

ものでございます。 

 恐れ入りますが３８ページにお戻りいただきます。中段に改正条例の附則がございます。第１

項につきましては施行期日の規定であり，平成２６年４月１日から施行するものでございます。

第２項及び第３項につきましては，経過措置の規定でございます。 

 続きまして，４０ページをお開き願います。報告第５号専決処分の承認を求めることについて
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でございます。４１ページに専決処分書の写しがございますが，地方税法施行令の一部を改正す

る政令が３月３１日に公布されたことに伴い，４月１日から常陸太田市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例を施行する必要があるため，同条例を３月３１日に専決処分をさせていただき

ました。 

 内容につきましては，４３ページをお開き願います。 

 新旧対照表でご説明申し上げます。第２条の課税額でございますが，第３項におきまして，後

期高齢者支援金等課税額の課税限度額は，これまで１４万円でございましたが，２万円を引上げ

１６万円とするものでございます。また，第４項におきまして，介護納付金課税額の課税限度額

は，これまで１２万円でございましたが，２万円引き上げて１４万円とするものでございます。

こちらの改正につきましては，いずれも所得の多い方に保険税負担の増をお願いするものでござ

います。第１８条，既に特別徴収対象保険者であったものに係る仮徴収につきましては，法律の

改正に伴う条文の整理でございますので，説明を省略させていただきます。 

 ４４ページをお開き願います。第２３条国民健康保険税の減額でございますが，第２号の規定

におきまして，５割軽減に係る軽減判定所得の算定基準に納税義務者を加えることにより，軽減

判定所得の引き上げを行うものでございます。また，第３号の規定におきまして，２割軽減に係

る軽減判定所得の算定基準の加算額を１０万円引き上げることにより，軽減判定所得の引き上げ

を行うものでございます。こちらの改正につきましては，いずれも低所得者の国民健康保険税の

軽減措置の対象者を拡大するものでございます。 

 戻りまして，４２ページの附則でございますが，この条例は本年４月１日から施行するもので

ございます。 

 続きまして，４５ページをお開き願います。報告第６号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。４６ページに専決処分の写しがございますが，特別交付税の確定，市債の変

更等に係る予算措置について，平成２５年度常陸太田市一般会計補正予算（第１１号）を３月３

１日に専決処分をさせていただきました。 

 補正内容につきましては，４８ページをお開き願います。平成２５年度常陸太田市一般会計補

正予算（第１１号）でございますが，第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ４億８７万円を

追加し，総額を２４７億2,１７９万5,０００円としたものでございます。第２条で地方債の補正

を行っております。 

 詳細は事項別明細書によりご説明いたします。恐れ入りますが５５ページをお開き願います。 

 歳入でございます。２款地方譲与税から５６ページの１１款交通対策特別交付金までの補正に

つきましては，それぞれの３月期の交付額確定によるものでございます。 

 １４款国庫支出金の補正につきましては，道整備交付金及び地域の元気臨時交付金の確定によ

り，合わせて7,１４０万5,０００円を追加したものでございます。 

 １５款県支出金の補正につきましては，過疎地域自立促進交付金の確定により１２８万円を追

加したものでございます。 

 ５７ページをお開き願います。１８款繰入金の補正につきましては，金砂郷統合中学校建設事
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業及び里美統合小学校建設事業の費用に充てる繰入金としまして，合わせて1,６２０万円を追加

したものでございます。 

 ２１款市債の補正でございますが，それぞれの対象事業費の確定，国・県支出金の確定などに

より４億１１０万円を減額したものでございます。 

 ５８ページをごらん願います。歳出でございます。 

 ２款１項３目財政管理費の補正につきましては，次年度以降の交際費の償還財源としまして，

減債基金へ４億4,８７０万8,０００円を追加して積み立てるものでございます。 

 ８款１項１目常備消防費の補正につきましては，県の消防救急無線等共同化整備事業に係る負

担金の額の確定により4,８６３万9,０００円を減額したものでございます。 

 ９款１項２目事務局費の補正につきましては，学校歯科医の退職に伴い退職慰労金に不足を生

ずることから，報償費７０万円を追加し，また，奨学基金預金利子の増に伴う奨学金繰出金を追

加したものでございます。 

 恐れ入りますが，５２ページにお戻り願います。第２表地方債補正でございます。 

 まず，廃止でございますが，防火水槽整備事業の財源を市債から地域の元気臨時交付金へ組み

替えを行ったことにより，防災基盤整備事業費を廃止としたものでございます。 

 次に，変更でございますが，市債対象事業費の確定などから，これまでの限度額合計２４億7,

６２０万円を２０億7,８７０万円に減額したものでございます。記載はしてございませんが，こ

れにより変更後の限度額２０億7,８７０万円から廃止の限度額３６０万円を差し引きますと，補

正後の限度額は２０億7,５１０万円となります。 

 続きまして，６０ページをお開き願います。報告第７号は，専決処分の承認を求めることにつ

いてでございます。６１ページに専決処分の写しがございますが，４月４日の集中豪雨により，

被災した箇所の復旧に係る予算措置について，平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第１

号）を４月７日に専決処分をさせていただきました。 

 補正内容につきましては６３ページをお開き願います。平成２６年度常陸太田市一般会計補正

予算（第１号）は，第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,３５５万円を追加し，総額を２

３０億6,３５５万円としたものでございます。第２条で地方債の補正を行っております。 

 詳細は事項別明細書によりご説明いたします。６９ページをお開き願います。 

 １４款国庫支出金の補正につきましては，新落合橋の災害復旧費の財源としまして，災害復旧

費国庫補助金６６７万円を追加したものでございます。 

 １８款繰入金の補正につきましては，補正財源としまして財政調整基金からの繰り入れ1,３５

８万円を追加したものでございます。 

 ２１款市債の補正でございますが，災害復旧費国庫補助事業の財源としまして，災害復旧債３

３０万円を追加したものでございます。 

 ７０ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １０款災害復旧費の補正につきましては，新落合橋の復旧及び市道ののり面や路肩の復旧，橋

梁の漂着ごみ除去などに要する費用としまして，測量調査設計委託料，建設機械等借り上げ料，
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工事請負費，合わせまして2,３５５万円を追加したものでございます。 

 恐れ入りますが，６６ページにお戻り願います。第２表，地方債補正でございます。災害復旧

費国庫補助事業の財源としまして，現年発生補助災害復旧事業費３３０万円を追加したもので，

起債の方法，利率，償還の方法につきましては記載のとおりでございますので，ごらんいただき

たいと存じます。 

 続きまして，７２ページをお開き願います。報告第８号は，平成２５年度常陸太田市一般会計

予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。内容につきましては，７３ページから７４ペ

ージにかけて繰越計算書がございます。国の補正予算に係るもの，用地補償，電柱等の移設など

に不測の日数を要したものなど，さきの１２月定例会，３月定例会で議決をいただきました金額

の範囲内におきまして，合計１４事業，８億３０１万7,０００円を平成２６年度に繰り越すもの

でございます。 

 続きまして，７５ページをごらん願います。報告第９号は，平成２５年度常陸太田市下水道事

業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。 

 ７６ページをお開き願います。繰越計算書でございますが，内容につきましては，県が施工す

る那珂久慈流域下水道の建設工事を繰り越したことにより，本市に係る負担金２８０万4,０００

円を繰り越すものでございます。 

 報告案件は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第８１号ないし議案第８６号 

○後藤守議長 次，日程第３，議案第８１号常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正

について，議案第８２号常陸太田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

改正について，議案第８３号常陸太田市立小中学校設置条例の一部改正について，議案第８４号

常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第８５号土地の取得について，議案

第８６号平成２６年度常陸太田市一般会計補正予算（第２号）について，以上６件を一括議題と

いたします。 

 提案案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，議案書の７７ページをお開き願います。議案第８１号常陸太田市医療福祉費

の支給に関する条例の一部改正についてでございます。医療福祉費支給に係る茨城県の小児の受

給資格要件が改正されたこと等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 ７９ページをお開き願います。新旧対照表にてご説明いたします。 

 第２条の定義でございます。第２号につきましては，平成２６年１０月１日より茨城県の医療

福祉費支給の対象となる小児の対象年齢が，これまで小学校３年生だったものが中学校３年生ま

でになったことにより，小児の対象年齢区分を現行の９歳から１５歳へとするものでございます。 
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 次に，第５号ウでございますが，「知的障害者福祉法」の改正に伴う条文の整理でございます。 

 第６号でございますが，第２号において小児の対象年齢を１５歳とすることにより，これまで

市単独にて対象要件としておりました「特例児童」の項目を削除するものでございます。 

 次に，条例第２条第３号関係，別表第１につきましては，次のページになりますが，ひとり親

の子への支給対象要件となる２０歳未満の児童の在学学校について「学校教育法」の改正があっ

たことにより，第２項から第４項を繰り下げ，中等教育学校の後期課程，いわゆる中高一貫校を

第２項として新たに加えるものでございます。 

 恐れ入りますが，７８ページにお戻り願います。附則でございますが，この条例は，平成２６

年１０月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，８１ページをお開き願います。議案第８２号は，常陸太田市非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてでございます。消防団員等公務災害補償等

責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が３月７日に公布，４月１日から施行され

たことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，８４ページの新旧対照表をごらんください。 

 右側の現行で５年以上１０年未満の欄，一番下，下段の団員は１４万4,０００円になってござ

いますが，左側改正欄の同欄では２０万円となっており，５万6,０００円の引き上げになってお

ります。その他の階級につきましては，それぞれ一律５万円の引き上げとなっております。 

 恐れ入りますが，８２ページにお戻り願います。附則でございますが，この条例は，公布の日

から施行し，４月１日から適用するものでございます。 

 改正の背景でございますが，消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り，住民の安全の

確保に資することを目的として，議員立法による消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関

する法律が成立し，昨年１２月１３日公布，施行されたところでございます。本法律において，

団員の処遇改善のため，活動の実態に応じた適切な報酬，手当の支給について，国及び地方公共

団体は必要な措置を講ずることが義務づけられたところで，この趣旨を踏まえ退職報償金が引き

上げられたものでございます。 

 続きまして，８５ページをお開き願います。議案第８３号常陸太田市立小中学校設置条例の一

部改正についてでございますが，常陸太田市立南中学校及び常陸太田市立北中学校の統合に伴い，

本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては，８７ページの新旧対照表により説明させていただきます。 

 名称につきましては，常陸太田市立南中学校及び常陸太田市立北中学校を常陸太田市立金砂郷

中学校に改め，位置につきましては，現在の南中学校の位置である常陸太田市大里町３５７７番

地に改めるものでございます。 

 ８６ページに附則がございます。この条例は，平成２７年４月１日から施行するものでござい

ます。 

 続きまして，８８ページをお開き願います。議案第８４号は，常陸太田市の公の施設に係る指

定管理者の指定についてでございます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，常陸太
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田市愛保育園の指定管理者を指定するため議会の議決を求めるもので，常陸太田市保育所設置条

例第３条第１項の規定に基づき，指定管理者を指定するものでございます。 

 施設の名称は，常陸太田市愛保育園。指定管理者となる団体の名称は，社会福祉法人仁川会。

指定の期間は，平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まででございます。 

 続きまして，８９ページをお開き願います。議案第８５号土地の取得についてでございます。

複合型交流拠点施設整備用地として土地を取得するため，地方自治法第９６条第１項第８号の規

定に基づき，議会の議決を求めるものでございます。 

 取得する土地は，常陸太田市下河合町字２丁目１０１６番１ほか１２筆で，面積は２万2,４６

８平方メートルでございます。取得価格は１億1,００９万3,２００円でございます。契約の相手

方は，常陸太田市下河合町９３０番地，山田英子様ほか１０名でございます。 

 ９０ページに土地の表示一覧がございます。全部で１３筆ございます。 

 ９１ページは，契約の相手方一覧でございます。全部で１１名でございます。 

 続きまして，別冊横長の議案書でございます。 

 ２枚めくりまして１ページをお開き願います。議案第８６号は，平成２６年度常陸太田市一般

会計補正予算（第２号）でございますが，第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,３２２万

7,０００円を追加し，総額を２３１億６７７万7,０００円とするものでございます。第２条で債

務負担行為の補正を行っております。 

 補正内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １１款県支出金の補正につきましては，被災農業者支援事業費補助金及び渋江川排水施設の維

持管理に係る費用の財源としまして，合計2,３１８万8,０００円を追加するものでございます。 

 １８款繰入金の補正につきましては，補正財源としまして財政調整基金からの繰入金2,００３

万9,０００円を追加するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 ２款１項１目一般管理費の補正につきましては，合併１０周年記念事業としまして，３市連携

交流をしております秋田市及び仙北市よりそれぞれ「秋田竿燈」「飾山囃子」を８月に開催する

太田まつりに招聘する都市交流事業への交付金２０１万6,０００円を追加するものでございます。 

 ３款２項３目児童措置費の補正につきましては，子育て世帯臨時特例給付金に係る交付申請書

及び支給決定通知書などの作成業務委託料８７万5,０００円を追加し，時間外勤務手当を同額減

額するものでございます。 

 ５款１項３目農業振興費の補正2,９１８万4,０００円につきましては，本年２月の大雪で被害

を受けた農家に対し，ハウスなどの撤去費用や再建費用の一部を補助するものでございます。 

 ７款３項２目河川維持費の補正につきましては，渋江川排水施設の維持管理費用としまして，

燃料費，委託料合わせて１１３万6,０００円を追加するものでございます。 

 ９ページをごらん願います。７款４項１目都市計画総務費の補正３２９万4,０００円につきま

しては，国道３４９号バイパス沿道地区の土地利用を検討するための調査委託料を追加するもの
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でございます。 

 ９款５項３目文化振興費の補正につきましては，市指定文化財の正宗寺総門及び県指定文化財

の西山荘の修復費用に対する補助としまして，合計４４１万8,０００円を追加するものでござい

ます。 

 １０款３項１目社会教育施設災害復旧費の補正につきましては，市指定文化財の正宗寺総門の

災害復旧費用に対する補助金３１７万9,０００円を追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表，債務負担行為補正でございますが，愛

保育園指定管理業務について，平成３１年度までに７億1,９６０万円を限度とし債務を負担する

ものでございます。 

 議案の説明は以上でございます。ご審議のほど，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，６月４日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午前１０時５２分散会 

 

 


